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１．事業概要                              

 平成25年11月の建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐震改修促進法」とい

う。）の改正において、緊急輸送道路等の避難路沿道建築物について、災害時の応急・救

急活動等に重要な緊急輸送道路の沿道建築物が地震で倒壊し、道路をふさがないよう都道

府県や市町村が耐震診断の義務付けを行うことができるようになりました。 

法改正を受け、群馬県では「群馬県耐震改修促進計画」において緊急輸送道路の一部を

耐震診断義務付け道路に指定しました（指定日：令和２年４月１日）。前橋市において、

この指定を受けた道路の沿道で、耐震診断が義務付けられた一定規模以上の対象建築物の

耐震化を促進するため、耐震診断・耐震改修等の耐震化に要する費用の一部を補助します。 

（１）耐震診断が義務化される建築物 

 以下の項目全てに該当する建物は耐震診断を行う必要があります。 

① 昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築された建築物 

② 群馬県耐震改修促進計画で群馬県が耐震診断を義務化する道路として指定した道路沿

いの建築物のうち、前橋市内にあるもので①かつ④に該当する建築物 

③ 前橋市耐震改修促進計画で前橋市が耐震診断を義務化する道路として指定した道路沿

いの建築物で①かつ④に該当する建築物 

④ 前面道路に対し一定の高さを超える建築物 

 



2 

 

（２）群馬県が耐震診断を義務化する道路の路線図 

 群馬県緊急輸送道路のうち特に重要な次の道路（高速道路、直轄(二桁)国道、東毛広域

幹線道路）において、前橋市内で地震発生時に通行を確保すべき道路としては「国道１７

号（上武道路を含む）」と、「国道５０号」が該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）前橋市が耐震診断を義務化する道路 

  第３期前橋市耐震改修促進計画において指定する耐震診断を義務付けする道路は、

「県道足門前橋線（問屋町交差点から高崎市境まで）」が該当します。 
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２.補助制度の内容                            

 

 

（１）補助の対象となる方 

  ① 耐震診断の場合 

市内に所在する耐震診断義務付け対象建築物の所有者 

② 耐震化計画策定、耐震改修又は除却設計の場合 

市内に所在する耐震診断義務付け対象建築物で、令和１３年３月３１日までに耐

震診断に着手し、耐震診断の結果、耐震性が低い（※）と判定された建築物の所

有者 

※ 第三者判定機関による評価が必要です。 

 

（２）対象となる耐震化事業費 

  ① 耐震診断に要する費用 

② 耐震性の低い建築物の耐震化計画策定に要する費用（耐震改修工事または除却工

事のための設計費等） 

 ③ 耐震性の低い建築物の耐震改修工事に要する費用 

 ④ 耐震性の低い建築物の除却工事に係る費用 

 

（３）補助制度の内容                                  

前橋市は、建築物の所有者の方が円滑に耐震化を進めることができるよう、対象建

築物の耐震診断、耐震改修工事に係る設計および除却工事のための設計費用（耐震化

計画策定費）や、耐震補強改修工事及び除却工事に係る費用の一部について補助しま

す。 

ただし、補助対象費用には限度額があります。 

 

    

 

 

 

 

※ 本事業制度の内容については、耐震化事業予定年度に補助制度財源が確保できる場合
を前提としています。 

耐震化計画策定及び耐震補強改修工事または除却工事の補助申請にあたっては、事業
実施の前年度８月までに市に事前相談及び事前協議を行ってください。また、事業実施
に係る補助財源の状況によって、ご希望の時期に補助金申請及び事業実施ができない場
合があります。 
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【２-①.耐震診断に要する費用の補助】                           

 

（１）補助額の算定                            

・耐震診断に要する費用について前橋市が補助します。（令和３年度前橋市耐震診断義務

付け対象建築物耐震診断費補助事業） 

・いずれも千円未満切り捨ての補助金額となります。 

・補助の対象となる耐震診断に要する費用については、下表のとおり限度額があります。

ただし、第三者判定機関の判定に要する費用として、2,350,000円を限度として加算する

ことができます。 

・限度額を超える分の費用や補助対象外費用などは申請者負担となります。 

※ 耐震診断に係る費用の補助金の交付申請を希望される場合は、実施の前年度８月

上旬までに、市に事前相談及び事前申し込みを必須とします。 

 

耐震診断費用限度額 

延床面積 耐震診断費用の限度額 

1,000平方メートル以内の部分 4,580円／平方メートル 

1,000平方メートルを超えて2,000平方メー

トル以内の部分 

2,350円／平方メートル 

2,000平方メートルを超える部分 1,570円／平方メートル 

 

【補助額の算出例①】 

用  途：事務所 

階  数：地上４階建て 

延べ面積：２，５００㎡ 

耐震診断資格者（設計事務所）からの 

耐震診断業務の見積額： 

８，０００，０００円 

うち、第三者機関判定費用の見積額： 

         ２，０００，０００円 

○【算定限度額】の計算（面積算定による耐震診断費用の上限） 

 ①1,000㎡までの部分           1,000㎡×4,580円/㎡＝4,580,000円 

 ②1,000㎡を超えて2,000㎡の部分     1,000㎡×2,350円/㎡＝2,350,000円 

 ③2,000㎡を超える部分           500㎡×1,570円/㎡＝ 785,000円          

① ～③の合計（面積による耐震診断費用の上限）     7,715,000円 

 

上記面積による上限額に、図面復元や第三者機関判定等の費用として2,350,000円/件ま

で加算できるので、第三者機関判定費用の見積額2,000,000円を加算します。 

よって【算定限度額】は、7,715,000円＋2,000,000円＝9,715,000円となります。 

 

○したがて、算定限度額（9,715,000円）＞見積額（8,000,000円）となるので、 

金額の低い見積額（8,000,000円）が補助額となります。 

 

※補助額算定時に発生した端数については、申請者負担となります。 
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【補助額の算出例②】 

用  途：事務所 

階  数：地上５階建て 

延べ面積：３，０００㎡ 

耐震診断資格者（設計事務所）からの 

耐震診断業務の見積額： 

１１，５００，０００円 

うち、第三者機関判定費用の見積額： 

         ２，５００，０００円 

○【算定限度額】の計算（面積による耐震診断費用の上限） 

 ①1,000㎡までの部分           1,000㎡×4,580円/㎡＝4,580,000円 

 ②1,000㎡を超えて2,000㎡の部分     1,000㎡×2,350円/㎡＝2,350,00円 

 ③2,000㎡を超える部分          1,000㎡×1,570円/㎡＝1,570,000円          

① ～③の合計（面積による耐震診断費用の上限）     8,500,000円 

上記面積による上限額に、図面復元や第三者機関判定等の費用として2,350,000円/件ま

で加算できるので、2,350,000円までを加算します。 

よって、【算定限度額】は、8,500,000円＋2,350,000円＝10,850,000円となります。 

 

○したがって、見積額(11,500,000円)＞算定限度額（10,850,000円）となるので、金額

の低い算定限度額による耐震診断費（10,850,000円）が補助額となります。 

 

※これを超えた分の費用及び補助額算定時に発生した端数については、申請者負担とな

ります。 
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（２）補助事業の流れ（耐震診断事業）                     

 

     

 

 

 

 

 

前橋市 申請者 耐震診断資格者
耐震判定
委員会等

義務付け対象であるこ
との確認・回答

義務付け対象であるこ
との確認依頼

耐震診断資格者の
選定

診断費の見積り

交付申請書の受付
・審査

交付申請書の提出

交付決定通知書
交付決定通知書の

受理

耐震診断資格者との
契約

耐震診断の実施
判定委員会の

判定

耐震診断報告書の
受理

耐震診断報告書の
作成・提出

診断費用の支払い・
領収書の受理

診断費用の受理・
領収書の発行

実績報告書の受付
・審査

実績報告書の提出

補助金額確定通知書
補助金額確定通知書

の受理

補助金交付請求書の
受付・審査

補助金交付請求書の
提出

補助金の交付 補助金の受理

※ 診断費用の支払いについて、申請者様が費用を用意する負担を軽減するた

め、市から交付される補助金を、診断者が申請者に代わって受け取ることが

できる「代理受領制度」が利用できます。 
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（３）提出書類【 耐震診断に要する費用の補助金交付申請 】                              

① 耐震診断義務付け対象建築物であることの確認 

前橋市の補助を申請する場合は、耐震診断義務付け対象建築物であることの確認を受

ける必要があります。 

提出書類 備考 

改正耐震改修促進法における耐震診断義務

付け対象建築物であることの確認書 

様式１ 

委任状 代理人が申請事務を行う場合 

建築士の資格を有する者から既存耐震不適

格建築物であることの報告書 

 

補助対象部分が昭和56年5月31日以前に建

築確認を受けたことを証する書類 

登記事項証明書など 

現況の調査書  

付近見取り図、配置図、平面図 建築物の位置及び面積を表示したもの 

断面図 階数が分かるもの、前面道路（幅員）の記

載 

建物の外観写真 対象建築物が分かるもの 

用途・規模の判別チェック表 必要に応じて 

新築又は増築等の時期を示す書類  

基準時以前の建築基準関係規定への適合を

確かめるための図書等 

検査済証など 

その他参考となる書類  

上記の書類以外にも追加で資料の添付をお願いすることもありますので、その場合はご

了承ください。 

 

② 補助金交付申請（診断） 

提出書類 備考 

交付申請書 様式第１号 

耐震診断事業計画書 様式第２号 

付近見取り図、配置図、平面図 建築物の位置及び面積を表示したもの 

断面図 階数が分かるもの 

建築物の外観写真 対象建築物が分かるもの 

補助事業に要する費用の見積書の写し 申請額の積算内訳が分かる書類 

建築物の所有者及び建築時期が確認できる

書類 

建築確認済証または検査済証の写し、登記

事項証明書など 

申請者以外に所有者がいる場合において

は、耐震診断等の実施について当該所有者

の合意があることを証する書類 

 

耐震診断を実施する者が耐震診断資格者で

あることが判断できるもの 

 

その他参考となる書類  
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③ 完了実績報告（診断） 

 次の書類をご用意のうえ、耐震診断の完了の日から起算して1箇月を経過した日、また

は補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに前

橋市役所建築指導課までご提出ください。 

提出書類 備考 

実績報告書 様式第１１号 

耐震診断報告書の写し  

第三者判定機関による評価の写し  

補助事業に係る契約書等の写し  

補助事業に係る領収書等の写し 支払いが終了していない場合は、請求書の

写しを提出し、支払い後に速やかに領収書

を提出するものとする。 

その他参考となる書類  

 

 

④ 補助金の請求（診断） ※は必要に応じて提出すること 

提出書類 備考 

補助金交付請求書 様式第１３号 

代理受領に係る委任状・同意書（※） 様式第１４号・様式第１５号 
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【 ２-② 耐震化計画策定（耐震補強設計・除却設計）に要する費用の補助 】 

 

（１）耐震化計画策定（耐震補強改修設計、除却設計）に要する費用の補助額 

・耐震化計画策定に要する費用の６分の５の額となります。ただし、対象建築物の延床

面積による補助対象費用限度額を超える場合は、補助対象費用限度額の６分の５の額

となります。なお、延床面積による限度額算定には、第三者判定機関の判定に要する

費用として2,350,000円を限度に加算することができます。 

・いずれも千円未満切り捨ての補助額（☆）となります。 

※ 耐震化計画策定に係る費用の補助金の交付申請を希望される場合は、実施の前年

度８月上旬までに、市に事前相談及び事前申し込みを必須とします。 

 

床面積による耐震化計画策定補助対象費用限度額 

床面積 耐震化計画策定費用 

1,000平方メートル以内の部分 4,580円／平方メートル 

1,000平方メートルを超えて2,000平方メー

トル以内の部分 

2,350円／平方メートル 

2,000平方メートルを超える部分 1,570円／平方メートル 

 

【補助額の算出例①】耐震補強設計 

 用途：事務所、階数：地上4階建て、延べ面積:2500㎡の場合 

◆設計者（設計事務所）からの見積額（Ａ）：11,000,000円 

（うち、第三者機関判定費用の見積額：2,000,000円） 

◆耐震化計画策定費用の補助対象事業費限度額（Ｂ） 

（Ｂ）＝面積による算定上限額（ア）+ 第三者機関判定に要する費用（ａ※） 

（※第三者機関判定等の費用として上限2,350,000円/件まで加算可能） 

【例の場合の算出】 

① 1,000㎡までの部分          1,000㎡×4,580円/㎡＝4,580,000円 

② 1,000㎡を超えて2,000㎡の部分    1,000㎡×2,350円/㎡＝2,350,000円 

③ 2,000㎡を超える部分          500㎡×1,570円/㎡＝ 785,000円          

合計（面積による耐震化計画策定費用の限度額）    7,715,000円(ア) 

  

 補助対象事業費限度額(Ｂ)＝7,715,000円(ア)＋2,350,000円(a)＝10,065,000円(Ｂ) 

 

◆市の補助額の算定 

見積額（Ａ）と算定した補助対象事業費限度額（Ｂ）のうち、金額の低い額を元に６

分の５の補助額を算定します。 

 上記例の場合、見積額(Ａ)11,000,000円＞補助対象事業費限度額(Ｂ) 10,065,000円な

ので、補助対象事業費費はＢの10,065,000円となり、補助額(☆)の算定は次式となりま

す。 

補助額（☆）＝10,065,000円（Ｂ）×5/6 ＝ 8,387,500円 ≒ 8,387,000円（☆） 

したがって、支払われる補助額は8,387,000円となります。 
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【補助額の算出例②】 耐震補強設計 

用途：事務所、階数：地上3階建て、延べ面積:600㎡の場合 

◆設計者（設計事務所）からの見積額（Ａ）：5,000,000円 

（うち、第三者機関判定費用の見積額：1,400,000円） 

◆耐震化計画策定費用の補助対象事業費限度額（Ｂ） 

（Ｂ）＝面積による算定上限額（ア）+ 第三者機関判定に要する費用（ａ※） 

（※第三者機関判定等の費用として上限2,350,000円/件まで加算可能） 

 

【例の場合の算出】 

① 1,000㎡までの部分          600㎡×4,580円/㎡＝2,748,000円 

② 1,000㎡を超えて2,000㎡の部分     0㎡×2,350円/㎡＝    0円 

③ 2,000㎡を超える部分          0㎡×1,570円/㎡＝    0円          

合計（面積による耐震化計画策定費用の限度額）   2,748,000円(ア) 

 

 補助対象事業費限度額(Ｂ)＝2,748,000円(ア)＋1,400,000円(a)＝4,148,000円(Ｂ) 

 

◆市の補助額の算定 

見積額（Ａ）と算定した補助対象事業費限度額（Ｂ）のうち、金額の低い額を元に６

分の５の補助額を算定します。 

 上記例の場合、見積額(Ａ)5,000,000円＞補助対象事業費限度額(Ｂ)4,148,000円なの

で、補助対象費用はＢの4,148,000円となり、補助額(☆)の算定は次式となります。 

補助額（☆）＝4,148,000円（Ｂ）×5/6＝3,455,666円 ≒ 3,456,000円（☆） 

したがって、支払われる補助額は3,456,000円となります。 

 

【補助額の算出例③】 除却設計 

用途：事務所、階数：地上3階建て、延べ面積:600㎡の場合 

◆設計者（設計事務所）からの見積額（Ａ）：2,500,000円 

◆耐震化計画策定費用の補助対象事業費限度額（Ｂ）＝ 面積による算定上限額 

 

【例の場合の算出】 

① 1,000㎡までの部分          600㎡×4,580円/㎡＝2,748,000円 

② 1,000㎡を超えて2,000㎡の部分     0㎡×2,350円/㎡＝    0円 

③ 2,000㎡を超える部分          0㎡×1,570円/㎡＝    0円          

合計（面積による耐震化計画策定費用の限度額）     2,748,000円 

 

   補助対象事業費限度額(Ｂ)＝2,748,000円 

◆市の補助額の算定 

見積額（Ａ）と算定した補助対象事業費限度額（Ｂ）のうち、金額の低い額を元に６

分の５の補助額を算定します。 

 上記例の場合、補助対象事業費限度額(Ｂ) 2,748,000円＞見積額(Ａ)2,500,000円なの

で、補助対象費用は2,500,000円となり、補助額(☆)の算定は次式となります。 

補助額(☆)＝2,500,000円（Ｂ）×5/6＝2,083,333円 ≒ 2,083,000円（☆） 

したがって、支払われる補助額は2,083,000円となります。 
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（２）補助事業の流れ（耐震化計画策定（耐震補強改修設計または除却設計）） 

 

 

 

 

 

前橋市 申請者
耐震化計画策定

（設計）者
耐震判定
委員会等

耐震化計画策定者（耐震補強
設計者または除却設計者）の

選定
設計費の見積り

実施計画及び費用に係
る事前確認

耐震化計画策定の実施に係る
事前相談

交付金財源確保調整

交付金財源確保 市より交付可能の回答 ※　3月頃

事業計画書の受付
・審査

耐震化計画策定事業計画書
の提出
（※1）

交付決定通知書
交付決定通知書の

受理

設計者との
契約

耐震化計画策定（補強
設計又は除却設計）の

実施

判定委員会の
判定

耐震化計画報告書および設計
成果物の
受理

耐震化計画
（設計等）報告書及び

設計成果物の
作成・提出

設計費用の支払い・
領収書の受理

設計費用の受理・
領収書の発行

実績報告書の受付
・審査

実績報告書の提出
(※2)

補助金額確定通知書 補助金額確定通知書の受理

補助金交付請求書の
受付・審査

補助金交付請求書の提出
(※3)

補助金の交付 補助金の受理

※除却設計の場合は
判定員会の判定は不要

※　実施予定の前年度の8月上旬までに事前相談を
　　お願いします。

※ 設計費用の支払いについて、申請者様が費用を用意する負担を軽減するた

め、市から交付される補助金を、設計者が申請者に代わって受け取ることが

できる「代理受領制度」が利用できます。 
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（３）提出書類【 耐震化計画策定（耐震改修設計または除却設計） 】        

 

① 交付申請（耐震化計画策定） 

提出書類 備考 

補助金交付申請書 様式第1号 

耐震化計画策定事業計画書 様式第3号 

委任状 代理人が申請事務を行う場合 

前橋市が耐震診断義務付け対象建築物であ

ることを確認した書類の写し 

 

耐震診断書の写し 第三者判定機関が交付した判定又は評価等

の結果の通知書の写し及び判定結果概要が

分かる書類 

耐震化計画策定に要する費用の見積書の写

し 

耐震補強改修設計又除却設計費用の見積も

り（申請額の積算内訳がわかるもの） 

建築物の所有者の住所、氏名等を証明でき

る書類 

建築物の登記事項証明書等 

申請者以外に所有者がいる場合において

は、耐震化計画策定の実施について当該所

有者間で承認されていることが確認できる

書類 

 

付近見取り図、配置図、平面図 建築物の位置及び面積を表示したもの 

建物の外観写真 対象建築物が分かるもの 

その他参考となる書類 必要に応じて 

上記の書類以外にも追加で資料の添付をお願いすることもありますので、その場合はご

了承ください。 

 

② 完了実績報告（耐震化計画策定） 

 次の書類をご用意のうえ、耐震化計画策定の完了の日から起算して1箇月を経過した日、

または補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日まで

に前橋市役所建築指導課までご提出ください。 

提出書類 備考 

実績報告書 様式第１１号 

耐震改修の場合は、耐震改修の結果、地震

に対して安全な構造となることが確認でき

る書類及び添付図書 

補強設計概要をまとめたもの及び補強計画

設計図、補強計画耐震計算書等 

耐震改修の結果、地震に対して安全な構造

となる計画であることを第三者判定機関が

評価した判定書の写し 

 

除却の場合は、除却内容が分かる図面及び  
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仕様書 

補助金交付決定通知書又は補助金交付変更

決定通知書の写し 

 

補助事業に係る契約書等の写し  

補助事業に係る領収書等の写し 支払いが終了していない場合は、請求書の

写しを提出し、支払い後に速やかに領収書

を提出するものとする。 

その他参考となる書類  

 

 

③ 補助金の請求（耐震化計画策定）※は必要に応じて提出すること 

提出書類 備考 

補助金交付請求書 様式第１３号 

代理受領に係る委任状・同意書（※） 様式第１４号・様式第１５号 
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【 2-③ 耐震改修または除却に要する費用の補助】          

 

（１）耐震改修または除却に要する費用の補助額                 

・耐震改修または除却工事に係る費用の１５分の１１の額となります。ただし、対象建

築物の用途及び延床面積による補助対象費限度額を超える場合は、補助対象費限度額

の１５分の１１の額となります。 

・いずれも千円未満切り捨ての補助額（☆）となります。 

・耐震改修の場合、補強工事に係る部分の工事費のみが対象費用になります。補強工事

に関係しない内外装や設備改修に係る費用は対象工事費に含めることはできません。 

 ※ 耐震改修または除却工事に係る補助制度の利用については、予め耐震化計画の策定

（耐震補強設計または除却設計）が要件となります。 

※ 耐震改修または除却工事に係る費用の補助金の交付申請を希望される場合は、実施

の前年度８月上旬までに、市に事前相談及び事前申し込みを必須とします。 

 ・既にこの補助制度による耐震改修又は除却費用に係る補助金の交付を受けている場合

は、同一棟の耐震診断義務付け対象建築物において、既交付額の補助対象事業費と申

請に係る補助対象事業費の合計が限度額を超えないことが条件となります。 

 

 

用途及び延床面積による耐震改修又は除却補助対象費用限度額 

用途 耐震化計画策定費用 

住宅（マンションを除く） 39,900円／平方メートル 

マンション 51,700円／平方メートル 

マンション（Is値が0.3未満の場合） 56,900円／平方メートル 

非住宅建築物 57,000円／平方メートル 

非住宅建築物（Is値が0.3未満の場合） 62,700円／平方メートル 

 

 

【補助額の算出例①】 

用途:事務所、Is値:0.5、階数:地上4階建て、延べ面積:1,200㎡の耐震補強の場合 

◆工事業者からの耐震改修工事見積額（Ａ）：60,500,000円 

◆耐震改修または除却に係る補助対象事業費限度額（Ｂ） 

（Ｂ）＝延べ面積（用途及び Is値別）による算定上限額 

【例の場合の算出】 

  用途が事務所、Is値0.3以上なので、算定単価は、非住宅建築物の57,000円/㎡を採

用し、次式で算出。 

   補助対象事業費限度額(Ｂ)＝1,200㎡×57,000円/㎡＝68,400,000円(Ｂ) 

◆市の補助額の算定 

見積額（Ａ）と算定した補助対象事業費限度額（Ｂ）のうち、金額の低い額を元に１

５分の１１の補助額を算定します。 

 上記例の場合、見積額(Ａ)60,500,000円＜補助対象事業費限度額(Ｂ) 68,400,000円

なので、補助額(☆)の算定は次式となります。 

 

補助額(☆)＝60,500,000円（Ａ）×11/15＝44,366,666円 ≒ 44,366,000円（☆） 

したがって、支払われる補助額は44,366,000円となります。 
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【補助額の算出例②】 

用途:事務所、Is値:0.25、階数:地上4階建て、延べ面積:1,200㎡の耐震改修の場合 

◆工事業者からの耐震改修工事見積額（Ａ）：80,300,000円 

◆耐震改修または除却に係る補助対象事業費限度額（Ｂ） 

（Ｂ）＝延べ面積（用途及び Is値別）による算定上限額 

【例の場合の算出】 

  用途が事務所、Is値が0.3未満なので、非住宅建築物の算定単価62,700円/㎡を採用

し、次式で算出。 

   補助対象事業費限度額(Ｂ)＝1,200㎡×62,700円/㎡＝75,240,000円(Ｂ) 

 

◆市の補助額の算定 

見積額（Ａ）と算定した補助対象事業費限度額（Ｂ）のうち、金額の低い額を元に１

５分の１１の補助額を算定します。 

 上記例の場合、見積額(Ａ) 80,300,000円＞補助対象事業費限度額(Ｂ) 75,240,000円

なので、補助額(☆)の算定は次式となります。 

補助額(☆)＝75,240,000（Ｂ）×11/15＝55,176,000円 ≒ 55,176,000円（☆） 

 

したがって、支払われる補助額は55,176,000円となります。 
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（２）補助事業の流れ（耐震改修または除却）              

  

 

 

 

（３）提出書類【 耐震改修工事または除却工事】    

 

前橋市 申請者 工事施工者

耐震改修または除却工事施
工者の選定

工事費の見積り

事業実施交付申請額
に係る事前確認

耐震改修または除却の実施に
係る事前相談

交付金財源確保調整

交付金財源確保 市より交付可能の回答 ※　3月頃

事業計画書の受付
・審査

耐震化事業計画書の提出
（※1）

交付決定通知書
交付決定通知書の

受理

施工業者との契約 耐震改修又は除却工事の実施

報告書の受理
・工事工程監理及び品質管理

・工事実施報告書の作成・提出

工事費の支払い・
領収書の受理

工事費用の受理・
領収書の発行

実績報告書の受付
・審査

実績報告書の提出
(※2)

補助金額確定通知書 補助金額確定通知書の受理

補助金交付請求書の
受付・審査

補助金交付請求書の提出
(※3)

補助金の交付 補助金の受理

※　実施予定の前年度の8月上旬まで
に事前相談をお願いします。

※ 工事費用の支払いについて、申請者様が費用を用意する負担を軽減するた

め、市から交付される補助金を、施工者が申請者に代わって受け取ることが

できる「代理受領制度」が利用できます。 
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① 交付申請（耐震改修または除却） 

提出書類 備考 

補助金交付申請書 様式第1号 

耐震化事業計画書 様式第4号 

委任状 代理人が申請事務を行う場合 

前橋市が耐震診断義務付け対象建築物であ

ることを確認した書類の写し 

 

耐震診断書の写し 第三者判定機関が交付した判定又は評価等

の結果の通知書の写し及び判定結果概要が

分かる書類 

耐震改修の場合は、耐震改修の結果、地震

に対して安全な構造となることが確認でき

る書類及び添付図書 

補強計画について第三者判定機関が交付し

た判定又は評価等の結果の通知書の写し及

び添付図書等 

耐震改修の場合は、耐震補強に係る改修工

事設計図面 

 

除却の場合は、除却内容が分かる図面及び

仕様書 

 

耐震改修または除却に係る工事工程計画表 工事工程、工事期間が分かるもの 

耐震改修または除却に要する費用の見積書

の写し 

申請額の積算内訳がわかるもの 

建築物の所有者の住所、氏名等を証明でき

る書類 

建築物の登記事項証明書等 

申請者以外に所有者がいる場合において

は、耐震改修または除却の実施について当

該所有者の合意があることを証する書類 

 

付近見取り図、配置図、平面図 建築物の位置及び面積を表示したもの 

建物の外観写真 対象建築物が分かるもの 

その他参考となる書類 必要に応じて 

上記の書類以外にも追加で資料の添付をお願いすることもありますので、その場合はご

了承ください。 
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② 完了実績報告（耐震改修又は除却） 

 次の書類をご用意のうえ、耐震改修または除却の完了の日から起算して1箇月を経過し

た日、または補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い

日までに前橋市役所建築指導課までご提出ください。 

提出書類 備考 

実績報告書 様式第１１号 

補助対象となっている耐震改修工事または

除却が適切に実施されたことが確認できる

写真で次のもの 

① 補助対象建築物の耐震改修前又は除却

の前後が分かる外観全景及びファサード

が分かる写真 

② 耐震改修工事の場合は、耐震改修工事

の実施箇所及び実施事実が確認できる補

強箇所等の施工前、施工中（各主要工程

段階）、施工後の写真 

③ 除却の場合は、除却前、除却後の敷地

の状況が分かる写真 

 

補助金交付決定通知書又は補助金交付変更

決定通知書の写し 

 

補助事業に係る契約書等の写し  

補助事業に係る領収書等の写し 支払いが終了していない場合は、請求書の

写しを提出し、支払い後に速やかに領収書

を提出するものとする。 

その他参考となる書類 必要に応じて 

 

 

③ 補助金の請求（耐震改修または除却） ※は必要に応じて提出すること 

提出書類 備考 

補助金交付請求書 様式第１３号 

代理受領に係る委任状・同意書（※） 様式第１４号・様式第１５号 
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３．申請における注意事項                        

 

・補助金交付決定日以前に着手（契約締結）している場合には、補助対象と認められず補

助を受けられませんので十分ご注意ください。 

 

耐震化計画策定及び耐震補強改修工事または除却工事の補助申請にあたっては、事業実施

の前年度８月上旬までに市に事前相談及び事前協議が必要です。また、事業実施に係る補

助財源の状況によって、ご希望の時期に補助金申請及び事業実施ができない場合がありま

す。 

 

・補助金交付決定後に事業費等の変更や事業の中止があった場合は、手続きが必要ですの

で速やかに前橋市建築指導課までご連絡ください。 

 

・補助事業の実績報告書は当該事業の完了の日から起算して１箇月を経過した日又は補助

事業の完了の日の属する会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに提出しな

ければなりません。 

 

・補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を備え付け、

補助金の使途を明らかにするとともに、補助事業終了後１０年間保存しなければなりませ

ん。 


